
 

 

岩手県告示第７号 

 物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札に参加しようとする者の競争入札参加資格基準等（平成25年岩手県告示第

947号）の一部を次のように改正する。 

  令和５年１月４日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

２ 資格審査の申請の方法 ２ 資格審査の申請の方法 

 (１) 提出書類  (１) 提出書類 

  ア～オ ［略］ 

  カ 納税証明書 

   (ア) 県内に事務所又は事業所を有する者 

    ａ 申請書を提出する日（以下「申請日」という。）

の属する年の直前１年間に岩手県に納付した岩手県

県税条例（昭和29年岩手県条例第22号）第３条各号

に掲げる税目の納税証明書 

    ｂ ［略］ 

   (イ) ［略］  

  キ～セ ［略］ 

  ア～オ ［略］ 

  カ 納税証明書 

   (ア) 県内に事務所又は事業所を有する者 

    ａ 申請書を提出する日（以下「申請日」という。）

の属する年の直前１年間に岩手県に納付した岩手県

県税条例（令和３年岩手県条例第58号）第４条各号

に掲げる税目の納税証明書 

    ｂ ［略］ 

   (イ) ［略］  

  キ～セ ［略］ 

 (２)～(４) ［略］  (２)～(４) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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